
性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター 

相談センターを中心とした連携型（岡山方式）について 

１ ワンストップ支援センターの目的 
ワンストップ支援センターは、性犯罪・性暴力被害者に、被害直後からの総合的な支援（産婦人科医療、相談・

カウンセリング等の心理的支援、捜査関連の支援、法的支援等）を可能な限り一か所で提供することにより、被

害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図るとともに、警察への届出の促進・被害の潜在化防止を目的と

する。 
２ 主な支援対象 

強姦・強制わいせつ（未遂・致傷を含む）の被害者（配偶者による性暴力や児童に対する性的虐待を含む）で、

かつ、被害に遭ってから概ね１～２週間程度の、急性期の被害者 
３ 相談センターを中心とした連携型（岡山方式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 主な支援内容 

支援のコーディネート・相談 ＶＳＣＯ 

産婦人科医療 

救急医療 中核病院 
協力病院（警察協力医） 
協力病院 継続的な医療 

証拠の採取 中核病院 
協力病院（警察協力医） 

５ 中核病院の役割 
①  ２４時間体制での産婦人科医療 
②  エリア内の協力病院に対する情報提供と研修 

６ 参考文献 
内閣府犯罪被害者等施策推進室「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引き」 

（公益社団法人被害者サポートセンターおかやま VSCO） 
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フローチャート 

 

被害（事件）の発生 

・情報の提供（県警の公費負担制度、全国ネット・Ｖ 

ＳＣＯの緊急支援金制度の説明を含む） 

・事件の内容と当面のニーズの把握 

・産婦人科医との連絡調整・付添 

・救急医療 

・継続的な医療 

・再度の情報提供とニ 

ーズの把握 

・産婦人科医への医療費

支払のお手伝い 

・弁護士、精神科医の紹

介・付添 

・行政への橋渡し・付添 

・自助グループへの橋渡

し 

・その他 

・再度の情報提供とニーズの把握 

・産婦人科医への医療費支払のお手伝い 

・弁護士、精神科医の紹介・付添 

・行政への橋渡し・付添 

・刑事手続におけるさまざまな支援 

（警察・検察庁・裁判所への付添や協力

弁護士と一体となった裁判支援） 

・ＤＶ･ストーカー対策 
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